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一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、

人権の意義・内容や重要性について理解し、

「自分の大切さとともに他の人の大切さ

を認めること」ができるようになり、それ

が様々な場面や状況下での具体的な態度や

行動に現れるとともに、人権が尊重される

社会づくりに向けた行動につながるように

すること
「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕 」より

の目標
推進体制を
確立しよう

正しい
知識と認識を
深めよう

指導内容と
指導方法を
工夫しよう

家庭・地域等
との連携を
図ろう

点検・評価に
よる見直し、
改善をしよう

目標
実施体制の確立、

計画の
作成・見直し

研修の充実
（参加型・体験型

の手法等）

指導方法の工夫、
体験活動の充実

積極的な啓発活動、
関係機関との連携

学校評価の活用

事項

令和4年12月に、「生徒指導提要」が12年ぶりに改定
されました。「人権教育の指導方法等の在り方について
〔第三次とりまとめ〕」 より、生徒指導について記載して
いる部分を紹介します。

積極的生徒指導の
取 組 と 人 権 教 育

自己指導能力の育成
社会の一員として自己実現できる
ような資質・能力・態度を育む。

● 自発的、自立的に自らの行動を
選択し、実行し、責任をとる経験
の積み重ね

●自ら追求する目標の確立

●自己理解、自己受容

積極的生徒指導の取組

● 一人一人の
児童生徒の
個性の伸長

● 社会的な資質
や能力・態度
の育成

人権尊重の理念の理解と体得
［自分の大切さとともに他の人の大切さを認め
ること］ができ、それが具体的な態度や行動に
現れるようにする。

学校・学級での生活、学習活動の中での

人 権 教 育 の 目 標

● 自己についての
肯 定 的 態 度

● 他の人と共によりよく
生きようとする態度、
規範等を尊重し義務や
責 任 を 果 た す 態 度

● 他人の立場に立つ想像力
コミュニケー ション能力
人間関係を調整する能力

●自己存在感
●受容的・共感的・支持的な人間関係
●自己決定、自己自身の行為への責任

自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を育てよう

学校人権教育指導資料 第４3集



国の調査では

小6 17.3%
中2 21.6%
高2 23.5%
(厚生労働省
令和2年[中高]
令和3年[小]）

L…レズビアン ：女性の同性愛

G…ゲイセクシュアル ：男性の同性愛

B…バイセクシュアル ：男女関わらず両性愛

T…トランスジェンダー：身体と心の性の不一致

Q…クエスチョニング ：性的指向・性自認未確定

個別の人権課題のうち、特に近年、大きな関心を集めて
いるものについて取り上げます。それぞれ二次元コード
から、該当する人権課題に関する資料等を取得できます。
是非、校内研修や児童生徒の指導等に御活用ください。

今日的な課題

●ヤングケアラーとは
法令上定義はないが、一般に「本来大人が担うと想定されている

家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」のこと

●令和4年度千葉県による実態調査（抜粋）

●学校の役割
認知度向上のために
教職員への啓発促進 発見→関係機関との連携、相談体制
児童生徒の認知 啓発資料の紹介、授業での取り扱い等

相談体制の充実
学校内の環境づくり（例 学校生活アンケートに項目を追加）
学校内の専門家への相談（例 ＳＣ、ＳＳＷ）
学校外の相談窓口（例 中高生ＳＮＳ相談＠ちば）

ヤングケアラー

●性的指向と性自認

子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約

●児童の権利に関する条約とは 千葉県

●児童虐待にあたる行為
身体的虐待…子どもが怪我を負うおそれのある暴行を加える

性的虐待……性的な満足を得るために、子どもに何かを行う、

またはさせる

心理的虐待…子どもの存在を否定する言動、兄弟姉妹間の不当な

差別的待遇、面前DV等

ネグレクト…著しい減食、長時間の放置、虐待行為の看過、通院

させない、着替えさせない等

● 学校の役割ー学校・教育委員会向け虐待対応の
手引き(文部科学省令和2年6月)

確証がなくても通告する

虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関

保護者との関係よりも子どもの安全を優先する

通告は守秘義務違反にあたらない

性的マイノリティ

身体性……生まれたときに身体の形などにより判断された性

性自認……自身の性に対する自己認識の性

性的指向…恋愛の対象となる性

性表現……自身をどのように表現するかという性

服装や言葉遣いなど
時、場所、人との関係性により変化することもある

●身体、心、表現、恋愛

４つの理念
生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること）

子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと）

子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること）

差別の禁止（差別のないこと）

４つの権利

生きる権利 育つ権利 守られる権利 参加する権利

●４つの理念と４つの権利

児童の権利に関する条約

児童虐待

●参考資料

●千葉県の取組
すべての子どもたちが持っている

大切な権利について知ってもらう
ために「千葉県子どもの権利
ノート」を作成しています。

●学校の役割ー児童生徒の意見表明
例えば、校則の見直しを検討する際に、

児童生徒の意見を聴取する機会を設けたり、
児童会・生徒会等の場において、校則に
ついて確認したり、議論したりする機会を
設けることが考えられます。

掲示物、先生方の言葉選び、授業での扱い等、
学校として理解ある姿勢を示すことこそ当事者に
とって相談しやすい環境につながります。

●学校の役割ー申し出待ちでない姿勢

高 校
２年生

32.8% 10.5%

中 学
２年生

13.6%31.0%

小 学
６年生

世話をしている
家族「いる」

ヤ ン グ ケ ア ラ ー
「聞いたことがあり、
内容も知っている」

相談した経験
「 あ る 」

14.6% 8.2%30.2%

国の目標
令和４～６年
に、中高生の
認知度５割

性的指向
（誰を好きになるか）

性自認
（自分の性を
どう捉えるか）

文部科学省平成28年4月1日通知「性同一性障害や
性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ
細かな対応等の実施について（教職員向け）」

●参考資料

文科省

「こども基本法」
の基本理念に反映

6.8%

9.1%

出展：厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html

千葉県

左/千葉県教育委員会
令和2年度

「教職員のための児童
虐待対応の手引き」

右/千葉県教育委員会
令和元年度

「教職員のための児童
虐待対応リーフレット」



●こども家庭庁設置法
令和４年2月閣議決定された「こども家庭庁設置法案」では、

令和5年4月1日にこども家庭庁を発足させること、子どもの
虐待やいじめの防止等に関する相談の体制など地域における
体制の整備をこども家庭庁が所掌すること等を定めています。

●学校教育とのかかわり
「ビジネスと人権」に関する知識の習得を通じて児童生徒の

視野を広げるとともに、学校や児童生徒をとりまく社会の安定
と信頼、国際社会におけるこれからの日本の役割に係る考えを
深める学習として、人権尊重社会の在り方を学ぶ取組が期待
されます。

ハンセン病問題にかかる動向

NITs研修動画 法務省「感染症」

子ども ビジネスと人権

新型コロナウイルス感染症による
偏見・差別への対応にかかる動向

千葉県では、「千葉県人権施策基本指針（改定）」にて、
17項目の、個別の人権課題を掲げ啓発活動に取り組んでいます。
今回は、その中から6項目を取り上げて紹介します。様 々 な 課 題

インターネット上での誹謗中傷、名誉毀損、

プライバシー侵害、偏見・差別の助長、情報流布、

ネットいじめ、リベンジポルノなどの人権問題が

発生しています。

令和 4年 5月に施行された「障害者情報

アクセシビリティ・コミュニケーション施策

推進法」では、障害者による情報の取得・利用・

意思疎通に係る施策が、障害者でない者の社会

生活にも資するものであることが記されました。

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する

人権侵害であり、我が国の主権及び国民の

生命と安全に関わる重大問題です。

インターネット上の差別書き込み、結婚に

おける差別、差別発言、差別落書きなどの人権

問題が発生しています。「部落差別解消

推進法」（平成28年12月施行）では、「教育

及び啓発により新たな差別を生むことがない

ように留意」とされました。

家庭や職場における男女差別、性犯罪等の

女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの

暴力、職場におけるセクシャル・ハラスメント

や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い

（マタニティ・ハラスメント）などの人権問題

が発生しています。

不当な就職上の取扱い、アパート・マンション

への入居拒否、ヘイトスピーチ（人種、出身国、

民族、宗教、性別、容姿、障害など自分から主体

的に変える事が困難な事項に基づく偏見）等の

人権問題が発生しています。

女性
被差別部落
出身者 外国人

法務省「ＤＶ」 法務省「セクハラ」 法務省「同和問題」 法務省「外国人」

北朝鮮拉致問題

拉致問題対策本部「アニメめぐみ」

インターネット
を通じた人権侵害

法務省「インターネット」

千葉県人権施策基本指針（改定）に明記された人権課題

１ 女性
２ 子ども
３ 高齢者
４ 障害のある人
５ 被差別部落出身者

６ 外国人
７ HIV患者・ハンセン病元患者等
８ 犯罪被害者とその家族
９ インターネットを通じた人権侵害
10 災害時の配慮

11 様々な人権課題
（１）性的指向・性同一性障害
（２）刑を終えて出所した人
（３）ホームレス
（４）生活困窮者
（５）中国残留邦人等
（６）北朝鮮当局による拉致問題
（７）その他

千葉県人権施策

基本指針（改定）

「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とり
まとめ〕平成22年」の、社会情勢の変化を折り込んだ補足
資料「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次と
りまとめ〕策定以降の補足資料」が、令和3年3月に引き
続き令和4年3月にも発表されました。令和3年度版からの
主な改訂内容をまとめて紹介します。

第三次とりまとめ

補足資料（令和4年度）

第三次とりまとめ補足資料
（令和４年度版）の概要

●民法における懲戒権について
親から子に対する懲戒権について定める民法の規定が児童

虐待を正当化する口実に利用されていると指摘されていること
から、令和４年２月には、この規定を削除し、新たな規律を
設ける等とする要綱が答申されました。

●行動計画の策定
企業活動における人権の尊重が国際的に注目されるように

なり2011年、国際連合の人権理事会決議で「ビジネスと人権
に関する指導原則」が全会一致で支持されました。日本では、
令和2年10月、指導原則の着実な履行の確保を目指すものとして
「『ビジネスと人権』に関する行動計画」を策定しました。

●教材動画
令和3年12月に（独）教職員支援機構が提供する校内研修用の

オンライン動画シリーズの1つとして、「差別の連鎖を断つ
ーハンセン病問題から学び、伝える」が公開されました。

●国家賠償請求訴訟判決の受入れ
令和元年6月に、熊本地方裁判所におけるハンセン病家族

国家賠償請求訴訟について、原告勝訴の判決が出されました。
政府としてはこれを受け入れ、控訴を行わないという判断を
しました。

●「平時」からの取組
政府のワーキンググループの提言では、偏見・差別をなくす

ための人権教育を充実されることが重要であり、感染状況が落ち
着いている「平時」から取り組むべきこととされています。

●新型インフルエンザ等対策特別処置法
令和3年2月に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」

が改正され、新型コロナウイルス感染症等による偏見・差別の
防止について、国や地方公共団体の責務規定が新たに設けられ
ました。

障害のある人

内閣府



見方や立場を変えることで課題が見えてくることもあります。
人権尊重という視点で自らの教育活動を振り返るための点検表として、継続的に活用しましょう。

人権という視点で考えてみよう！ 「あなたはどう思いますか？」
（令和5年度版）より抜粋

令和５年4月発行 千葉県教育庁 教育振興部
児童生徒安全課 人権教育班

学校人権教育指導資料の過去発行分は
右記二次元コードのサイトにて御覧頂けます。
http://www.pref.chiba.ig.jp/kyouiku/

jisei/jinkennkyouiku/sidousiryou.html

第42集では、「人権が尊重された学校づくり」につい
て、授業づくり、教室環境づくり、校内環境づくりと
いった側面でどのような取組が考えられるか例示しまし
た。第43集では、実際に学校現場にて行われている取組
の一部を紹介します。
「人権教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」より

人権尊重の精神に立つ
学 校 作 り の 実 践 例

体験活動
アイマスク体験

で は 、 二 人 組 に
なって、介助役が
手を取ったり声を
かけたりしながら、
階段を上がったり
椅子に座ったりする
コースを、協力して
移 動 す る こ と を
通じて、相手の立場
にたって行動する
人 権 感 覚 を 涵 養
します。

人権講話

校長、スクールソーシャル

ワーカー、外部講師等による人権

講話は、児童生徒にとって、喫緊の

人権課題についての知見を深める

貴重な機会となります。

掲示物・人権コーナー

児童生徒の作品を廊下に掲示したり、

児童生徒同士が講評をしあったりする活動

は、創造する喜びや参加の実感につながり

ます。また、人権関連のポスター等を

まとめて掲示する人権コーナーの設置は、

人権が尊重された校内環境づくりにつなが

ります。

職員への啓発

学校人権教育の今日的

な課題等について「今月

の重点」として職員会議

で取り上げている例です。

教職員の人権意識啓発は、

児童生徒にとって、悩み

を相談しやすい体制の

構築につながります。

確 認 項 目

１ 着 替 え は 、 女 子 の み 更 衣 室 を 使 用 す る こ と に し て い る 。

２ 障 害 が あ っ て も 普 通 学 級 に い る 場 合 は 、 配 慮 は で き な い し 、 し な く て 良 い 。

３ 「 休 み 時 間 は 、 外 に 出 て 遊 び な さ い 」 と 強 く 指 導 し て い る 。

４ 職 員 室 の 清 掃 も 、 児 童 生 徒 が す る こ と に な っ て い る 。

５ 作 品 等 の 出 来 が 拙 い 児 童 生 徒 に つ い て 、 発 表 の 機 会 を 与 え な か っ た り 、
他 の 児 童 生 徒 よ り 少 な く し た り す る こ と が あ る 。

６ ミ ス に 対 し て 、 他 の 部 員 の 前 で 、 大 声 で 叱 る こ と が あ る 。

７ 子 ど も が 教 職 員 の 手 伝 い を す る の は 、 当 た り 前 だ と 思 う 。

月 日実施 月 日実施 月 日実施


